
 

新領域を開拓する独創的人材の飛躍システム 

 

実施予定期間：平成 18年度～平成 22年度 

総括責任者：松本 紘（京都大学） 

 

Ⅰ.概要 
 

先端理工学の開拓研究分野における独創的な若手研究

者を育成するため、異分野融合・未踏分野開拓に挑戦する

創造研究のインキュベーションを目的とする新たな人材

育成システム「次世代開拓研究ユニット」を創設し、優秀

な若手研究者を特別研究員として国際公募する。拠点型育

成プログラムにより特別研究員の自立的な研究活動を保

証するとともに、研究支援体制を充実させる。プログラム

終了時に研究実績など明確な基準による最終評価を行い、

テニュア資格を付与する。さらに、融合分野・未踏分野に

おける若手育成を積極的に進め、人材の流動化や活性化な

どの仕組みを確立し、本システムを一級の研究者育成の理

想モデルとする。 

 

1.機関の現状 

a.機関における研究ポテンシャル 

京都大学は、創立以来築いてきた自由の学風を継承し地

球社会の調和ある共存に貢献するため、自由と調和を基礎

に、世界的に卓越した知の創造を行ってきた。多様な研究

領域に卓抜した人材を配し、崇高かつ独創的な理念のもと

にたゆまぬ研究活動を続けており、基礎科学的な学理追求

から先端的な応用研究に至るまで、幅広くかつ個性的な研

究成果を挙げ、国内はもとより世界的にも高く評価されて

いる。その結果として、ノーベル賞、文化勲章をはじめと

する数々の国際賞の受賞や、様々な学術分野で世界をリー

ドする中核機関となるなど、世界的に見ても独自の学風に

基づく優れた知の創造を実現している卓越した大学とし

て極めて高い評価を得ている。また、総合大学としても、

基礎から応用にわたる多様な研究を発展させるとともに、

人文系と自然科学系の融合など新しい学術分野の開拓や、

高い倫理性を備えた研究活動による知の継承と創造的精

神を合わせ持つ優れた人材育成などを目指している。 

b.これまでの若手研究者の育成に関する取組実績 

これまでに、21 世紀 COE やグローバル COE プログラム

において、若手研究者の育成を COE拠点形成事業の主な目

的の一つに位置づけ、優秀なポスドク・研究員の採用を実

施し、その研究課題の遂行と国内外への研究成果の発信を

積極的に支援している。また、「ナノメディシン融合教育

ユニット」（H17-21）や「先端技術グローバルリーダー養

成ユニット」(H20-25)、｢若手研究者スタートアップ研究

費｣（H17-）および｢若手研究者ステップアップ研究費｣

(H20-)などによる若手人材の育成・教育も進め、融合領域

での研究者の育成・登用を積極的かつ戦略的に推進してい

る。さらに、次世代研究者育成支援事業「白眉プロジェク

ト」を立ち上げ、全ての分野を対象として、優秀な若手研

究者を採用し、自由な研究環境を与え、次世代を担う先見

的な研究者の養成を目指している。 

最近の若手研究リーダー育成の取組としては、生命科学

分野における「先端領域融合による開放型医学研究拠点形

成」（H14-18）プログラムを実施することで、独立した若

手リーダーによる医学生命科学融合領域の開拓と若手研

究者の自立促進という先駆的な実績を挙げている。さらに、

京都大学における部局の独自措置としては、生存圏学際萌

芽センターや桂インテックセンターなどを活用した若手

を中心とする融合領域研究の推進にも活発に取り組んで

おり、総合大学として各部局の持つ優れた特長を生かした

人材育成を自主的に進めている。 

c.機関における人材システムの内容 

既に多くの部局において、教員の採用にあたり公募制・

任期制の導入を実施しており、学内外への円滑な昇任を促

す体制を構築しつつある。またその任用期間については、

十分な研究実績の蓄積が可能な任期を設定するとともに、

厳正な審査を経た上での再任の可能性を盛り込み、長期的

視点からの研究への配慮も行っている。年俸制の導入など

インセンティブを加味した給与体系の構築に関しては、規

程を整備し、平成 20年度から導入した。 

 

2.人材システム改革の内容 

a.概要 

広範な研究領域を包含する理工学分野において、学理の

探求と実践という幅広い理念に基づく先端的な開拓研究

分野を担う若手研究者の育成を実現するために、「次世代

開拓研究ユニット」を設立し、新規分野の開拓に挑戦する

創造研究や、異分野間の融合研究のインキュベーションを

ミッションとする新しい人材育成・研究システムを構築す

る。京都大学が誇る大型研究設備や特殊研究設備に加え、

国内外の研究拠点など世界トップレベルの豊富な研究基

盤を若手研究者に積極的に開放することにより、多様な研

究リソースを効果的に活用することが必要な自然科学分

野において、若手研究者の独創性を最大限に活かした研究

拠点を構築するとともに、次世代の世界的リーダーとなる

自立した若手研究者の育成を強力に支援する。優れた独創

性とリーダーシップを有し革新的な学術領域の開拓を目

指す若手研究者に、関連部局におけるテニュア資格を付与

する人材育成システムを確立し、京都大学における新たな

キャリアパスとして全学的な展開を図る。 

b.導入しようとするテニュア・トラック制の具体的な内容

とその位置づけ 

新たに設置する次世代開拓研究ユニットでは、次世代の

学際総合科学として期待される生存基盤科学における融

合創造研究の開拓と先端的な光工学研究領域での独創研

究を担う若手研究者の育成を図るため、宇治キャンパスお

よび桂キャンパスにおいて拠点型若手育成プログラムを

次の内容により実施する。 

(1)理工学分野の関連部局で進めるべき分野横断型の融

合・創造研究領域（終了後のテニュアポストの提案を含む）

を募集。 

(2)提案された融合・創造研究領域において、次世代開拓

研究ユニット特別研究員（12 名：特定有期雇用教員（任

期付き「助教」待遇））を、自らが進める独創的な研究課

題提案とともに振興調整費を活用して広く学内外から国

際公募。 

(3)特別研究員には、スタートアップ資金を含む研究費お

よび実験研究スペース等を次世代開拓研究ユニット及び

各部局から多角的に支援。 

(4)研究業績や国際的認知度（国際会議での招待講演実績

など）さらには競争的資金獲得実績など、明確な基準をも

とに多角的な視点から次世代開拓研究ユニットおよび部

局から選出された評価委員により評価し、特別研究員にテ

ニュア資格を付与。 



 

本育成プログラムでは、関連部局からの提案による新た

な融合・創造研究領域を公募時に設定し、プログラム終了

後に優れた研究者と認められた候補者には研究領域提案

部局のテニュア資格を付与するため、既存の部局にスムー

ズにテニュア制度を導入することが可能となる。また、提

案部局における研究領域の活性化や独創的な若手研究者

による革新的な学術領域の開拓も同時に実現でき、テニュ

ア・トラック制導入による大学全体の人材の活性化や流動

化の促進にも繋がる。 

このように、部局から独立した次世代開拓研究ユニット

でテニュア・トラックを実施することにより若手研究者の

独立性を担保すると同時に、テニュア資格取得後のキャリ

アパスを明確にすることが可能となり、若手の独立性と既

存部局との親和性を同時に実現することができる。 

 

3.3年目における具体的な目標 

(1)3 年目終了時にピアレビューによる厳正な研究評価を

行い、優れた研究者には上級研究員資格を付与するととも

に研究グラントを与え、新領域研究の開拓を更に加速する。 

(2)若手育成のための任期制実施に伴う適正な評価システ

ムのあり方を検討し、テニュア制度の基本的な考え方と方

針を策定する。 

(3)若手研究者主導により他機関との連携研究や産学連携

研究を推進し、社会に開かれた研究拠点とする。 

 

4.実施期間終了後における具体的な目標 

(1)本プログラム終了時に明確な基準のもと最終評価を行

い、テニュア資格を付与する。 

(2)厳正で透明な評価システムを構築し、多様な経験を持

つ人材の登用やキャリアパスの多様化を図る。本システム

をひな型（理想モデル）として、理工学関連部局において

同様のシステムを拡充するとともに、全学（理工学以外の

分野）への展開を図る。 

(3)融合分野や境界分野における若手育成を積極的に進め

る支援体制を確立する。 

(4)境界領域研究や未踏領域探査・開拓を目的とする「次

世代開拓研究ユニット」を拡充し、新規な学際領域研究の

国際的研究拠点とする。 

(5)若手育成プログラムを通じて組織運営体制を見直し、

国立大学法人として研究・教育に専念できる体制を構築す

る。 

 

5.実施期間終了後の取組 

本構想による「次世代開拓研究ユニット」を中心とし、

自然科学関連部局における研究者の評価も含めた人材登

用システムを確立し、関連分野におけるテニュア・トラッ

ク制とする。具体的には、部局からの提案（テニュアポス

トの提案を含む）に基づき設定した連携研究領域で人材を

広く公募し、数年後に研究の成果と発展性について厳正な

評価を行い、テニュア資格を与える。人材育成に要する経

費については、全学的な支援に加え提案部局が一部を負担

するフレキシブルなシステムとする。また、本育成システ

ムを自然科学系に限らず、文理融合分野などへの展開し、

大学独自の育成プログラムとして定着させる。 

 

6.期待される波及効果 

本構想では、独創性の必要な境界・融合分野の開拓し広

い視野と国際的な情報発信力を持つ独創的研究者の輩出

が可能となるため、国際競争力強化や新産業創成など科学

技術立国の実現に貢献する。また、基盤的研究設備の積極

的な共同利用や領域アドバイザーを通じた学内外との共

同研究、さらに産学官連携を含む他機関との連携研究など

が推進されるので、若手研究者のキャリアパスの多様化を

実現するとともに、本人材育成システムの他大学や他研究

機関への波及が期待される。 

 

7.実施体制 

本学において、21 世紀を担う有望な若手研究者の育成

は極めて重要な課題であるとの認識のもと、これまでにも

人事制度改革検討会等で検討を重ねてきた。これらの検討

結果のもと、既に様々な若手育成制度として具体的な取り

組みを開始しており、今回の振興調整費による若手育成構

想の嚆矢となるべきものである。従って、「次世代開拓研

究ユニット」の設置を伴うテニュア・トラック制度の実現

を目指す本提案を実施し、人材の活性化・流動化を実現で

きる体制は十分に整えているといえる。これまでの若手育

成のための取り組みに加え、複数の部局の協同体として柔

軟な組織構造を持つ「次世代開拓研究ユニット」では、次

世代の新しい研究分野を創成する若手研究者の育成・支援

を主たる目的とし、テニュア・トラック制度の実施機関と

して万全な運営・支援体制を実現する。これにより、幅広

い自然科学分野の若手研究者に競争的環境の中で自立性

と飛躍の機会を与えるシステムが整備できる。 

 



 

共通基盤的研究設備

工学研究科 エネルギー理工学研究所化学研究所

共通設備の提供

充実した基盤研究設備の利用と
保守・維持の協力

メンター：若手研究者１名に対し各２名 若手研究者

独立した研究環境、
研究者同士のシナジー
効果研究者としての

自立の支援

次世代開拓研究ユニット長

総長

運営協議会

部局の
教員ポストへ

部局の
教員ポストへ

研究領域
の提案

研究領域
の提案

研究担当理事

新領域を開拓する独創的人材の飛躍システム（実施体制）

領域アドバイザー
学外２名、学内２名

指導・助言

生存圏研究所 防災研究所

 
氏名 所属部局・職名 当該構想における役割 

◎松本 紘 京都大学・総長 構想全体の総括責任者 

吉川 潔 京都大学・理事 構想運営実施本部長 

○塩谷 雅人 生存圏研究所・教授 運営協議会委員長 

小森 悟 工学研究科・研究科長 運営協議会委員 

谷口 栄一 工学研究科・教授 運営協議会委員 

細田 尚 工学研究科・教授 運営協議会委員 

門内 輝行 工学研究科・教授 運営協議会委員 

杉村 博之 工学研究科・教授 運営協議会委員 

高岡 義寛 工学研究科・教授 運営協議会委員 

井上 正志 工学研究科・教授 運営協議会委員 

杉野目 道紀 工学研究科・教授 運営協議会委員 

宮崎 則幸 工学研究科・教授 運営協議会委員 

時任 宣博 化学研究所・所長 運営協議会委員 

佐藤 直樹 化学研究所・教授 運営協議会委員 

尾形 幸生 エネルギー理工学研究所・所長 運営協議会委員 

森井 孝 エネルギー理工学研究所・教授 運営協議会委員 

津田 敏隆 生存圏研究所・所長 運営協議会委員 

渡邊 隆司 生存圏研究所・教授 運営協議会委員 

岡田 憲夫 防災研究所・所長 運営協議会委員 

寶 馨 防災研究所・教授 運営協議会委員 

小西 康行 宇治地区事務部・部長 運営協議会委員 

 



 

 

8.各年度の計画と実績 

a.平成 18年度 

・計画 本プログラムの実施主体となる次世代開拓研究

ユニットを創設し、若手研究者の独創性を最大限に生か

した研究拠点を構築する。次世代開拓研究ユニットは、

優秀な若手研究者を国際公募し、特別研究員（「助手」相

当）として採用するとともに、自立した研究者の育成を

支援することを目的としている。 

・実績 計画に記載のとおり本プログラムの実施主体とな

る次世代開拓研究ユニットを創設し、若手研究者の独創性

を最大限に生かした研究拠点を構築した。ユニットは国際

公募により特別研究員を 11 名採用するとともに、研究環

境を整備した。年度終了時に研究報告会を行い、若手研究

者による研究の進捗状況と課題を検討した。 

b.平成 19年度 

・計画 特別研究員を 1 名追加で採用し、当初予定の 12

名の特別研究員が研究を実施する。次世代開拓研究ユニッ

ト直属のアカデミックスタッフを配置し、若手研究者が研

究活動に専心できる環境整備を目指す。また、ユニットの

活動を学内外に広く周知するためのシンポジウムを行う。

年度末には研究報告会を行い、中間評価に向けての業績審

査を行う。  

・実績 計画に記載のとおり特別研究員 1名を追加で採用

し、12 名の特別研究員が研究を実施した。ユニットにお

いて博士研究員を配置し、若手研究者が研究活動に専心で

きる環境を整備した。また、学内総長裁量経費の支援を受

けてシンポジウムを開催し、ユニットの活動を学内外に周

知するとともに、新しい人材システムへの期待、意義や評

価のあり方について活発な議論を行った。年度終了時に研

究報告会を行い、若手研究者による研究の進捗状況と課題

を検討した。 

c.平成 20年度 

・計画 テニュア中間評価の評価基準の作成を行い、若

手研究者に提示する。年度終了時に中間評価を行う予定

である。 

・実績 計画に記載のとおり、中間評価の評価基準を作

成し、7月に若手研究者に提示した。分野関係者による第

1次審査、領域関係者による第 2次審査を経て、3月に運

営協議会おいて第 3次審査を行い、結果を若手研究者に

通知した。年度終了時に研究報告会を行い、若手研究者

による研究の進捗状況と課題を検討した。 

d.平成 21年度 

・計画 前年度末に行った中間評価での評価が高かった

者に対しては新たな研究費を追加し、有望な新規領域研

究を更に加速することが期待される。 

また、テニュア審査基準の作成を行い、若手研究者に提示

する。年度末には研究報告会を行い、最終評価に向けての

業績審査を行う。 

・実績 計画に記載のとおり、中間評価で評価の高かった

者に対して、「上級研究員」の称号を付与するとともに、

研究費の傾斜配分を行った。 

また、3月の運営協議会において、テニュア審査基準とし

て「次世代開拓研究ユニット最終評価要領」を作成し、若

手研究者に提示した。年度終了時に研究報告会を行い、若

手研究者による研究の進捗状況と課題を検討した。 

e.平成 22年度 

・計画 年度終了時に最終評価を行い、優れた研究者と認

められた者を准教授等（再任可の助教を含む）として採用

する予定である。 

 

 

9.年次計画 

 

取組内容 １年度目 ２年度目 ３年度目 ４年度目 ５年度目 ６年度目以降 

若手研究者の育

成 

 

若手研究者研究

遂行にあたって

の支援・育成 

 

 

次世代開拓研究

ユニットの設置 

 

評価基準の作成 

 

  公募・選定 

 

 

スタートアッ

プ支援 

 

     

 


